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各 部 長

各参事官 殿

各所属長

本 部 長

担当 講習指導係 ℡

運転免許証等の更新を受けようとする者、特定失効者又は特定取消処分者に

対する講習等の運用に関する細目について（通達）

「運転免許証等の更新を受けようとする者、特定失効者又は特定取消処分者に対する講

習等の実施要綱の制定について（通達）」（令和７年３月19日付け鹿免管第237号）の運用

に関する細目を別添のとおり制定したので、事務処理に誤りのないようにされたい。

なお、この通達は令和７年３月24日から施行する。
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別添

運転免許証等の更新を受けようとする者、特定失効者又は特定取消処分者に対する講習

等の運用に関する細目

第１ 基本的留意事項

１ 講習方法選択のための情報提供

免許情報記録個人番号カード（以下「マイナ免許証」という。）の有効期間の更新

を受けようとする者は、講習方法について、「運転免許証等の更新を受けようとする

者、特定失効者又は特定取消処分者に対する講習等の実施要綱の制定について（通達）」

(令和７年３月19日付け鹿免管第237号）の第１の１に定める対面講習又はオンライン

講習を選択することになるため、オンライン講習については、次の内容を本県警察ホ

ームページ等に掲載するなどして、周知に努めること。

(1) 受講対象者に関する情報

・ オンライン講習は、更新連絡書に記載された講習区分が優良運転者又は一般運

転者である者が受講できること。

・ 受講時に、マイナ免許証を有している必要があるが、マイナ免許証を有してい

れば、免許証及びマイナ免許証の両方を有している必要はないこと。

・ マイナ免許証を有していても対面講習を受講できること。

(2) 受講に関する情報

・ 住所地を管轄する公安委員会にマイナ免許証を提示してマイナ免許証に搭載さ

れた署名用電子証明書の提出を行った上で、マイナポータルとマイナ免許証の連

携を終えている必要があること。

・ 受講に使用するスマートフォン又はパソコンには、内蔵カメラ及びマイナ免許

証の読み取り機能が必要になること。

・ 受講中、受講者が本人であるかどうか等の確認のために自動で行われる顔貌の

撮影や顔画像の保存に同意する必要があること。

・ 対面講習とオンライン講習では講習手数料が異なること。

・ オンライン講習を受講した場合であっても、鹿児島県交通安全教育センター等

で更新手続を行う必要があること。

２ 教本及び地方版資料

(1) 教本

更新時講習において使用する教本は、別紙の内容について、正確にまとめられた

ものを使用するものとし、教本の冊数については、原則として１冊とすること。

また、規格については、講習終了後も持ち帰って、自宅又は自動車等に保管

し、いつでも確認できるよう、分かりやすく、使い勝手の良いものとすること。

(2) 地方版資料

ア 内容

次の内容を盛り込んだものを本県において作成し、教本と併せた効果的な講習

を実施するものとする。

・ 地域における道路交通の現状と交通事故の実態

・ 車が故障した場合の措置

・ 故障の場合の連絡先等

・ 交通事故相談所一覧表

・ 各種運転免許関係手続案内
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（更新、失効、再交付、記載事項変更届出等の各種免許関係手続を行う際の申

請日時場所、必要な書類などを教示するもの）

・ その他本県の実情に応じた内容

イ 作成上の留意事項

資料を作成する際には、受講者に交通事故を身近なものとして捉えさせ、安全

運転意識を高揚させるような内容とするよう配意すること。その際、特に以下の

点に留意すること。

・ 警察署ごとの事故多発地点・区間を示し、当該地点・区間において多くみら

れる事故の形態とそれを防ぐための安全運転のポイントを解説するなど、地域

の実情に応じた情報を提供すること。

・ 道路交通の現状と交通事故の実態については、全国の交通事故の発生状況を

併せて掲載するなど、本県の状況を客観的に把握できるよう工夫すること。

(3) その他

オンライン講習の受講者については、更新手続に来所した際に教本及び地方版資

料を配付すること。

また、オンライン講習で言及した教本等に関する内容をチラシにして添付するな

ど、講習効果が高まるように配意すること。

３ 特定失効者及び特定取消処分者に対する取扱い

特定失効者及び特定取消処分者から問合せ等があった場合には、次の事項に留意

し、誤りのないように対応すること。

(1) 更新時講習又は高齢者講習の受講区分は、道路交通法（昭和35年法律第105号）

第89条第１項の規定により免許申請書を提出した日における年齢により判断される

こと。

(2) 更新時講習の受講は、免許申請書を提出した日前１年以内とされていること。

また、この期間にオンライン講習を受講していた者について、受講したオンライ

ン講習の受講区分と(1)の講習区分が変わらない場合には、オンライン講習の受講

をもって更新時講習を受講したものとされること。

４ 一般特定任意講習受講者に対する取扱い

次に掲げる者にあっては、改めて更新時講習を受けることを要しないことから、

一般特定任意講習の受講日や生年月日を確認するなど、誤りのないように対応する

こと。

(1) 更新期間が満了する日における年齢が70歳未満の者で、更新申請書を提出する

日前６月以内に一般特定任意講習を受講しているもの

(2) 免許申請書を提出する日における年齢が70歳未満の者で、同日前１年以内に一

般特定任意講習を受講している特定失効者

(3) 免許申請書を提出する日における年齢が70歳未満の者で、同日前１年以内に一

般特定任意講習を受講している特定取消処分者

第２ 対面講習を行うに当たっての留意事項

１ 講習指導員の資質の向上

講習指導員の研修会を随時開催して、知識、教育能力等の向上に努めること。

なお、新しく講習指導員となる者に対しては、事前に十分な教養を行い、講習に関

する知識・技術の習得を図ること。

２ 講習の委託契約の内容
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講習を委託する場合は、あらかじめ講習の実施方法、講習科目等の具体的な講習実

施基準（以下「委託講習の実施基準」という。）を定め、これに基づいて講習が行わ

れるようにすること。

なお、おおむね次の事項を内容とする委託契約によって講習の委託を行い、十分な

講習水準が維持され、講習が適正に行われるよう常時指導に当たること。

⑴ 講習は、公安委員会が定める委託講習の実施基準に従って行うこと。

⑵ 講習の実施に関しては、公安委員会の指導監督に従って行うこと。

⑶ 講習指導員は、講習指導員の要件を満たす者をもって充てるとともに、講習指導

員に対し、随時必要な研修を受けさせること。

⑷ 講習指導員が、免許の取消し又はその効力の停止の処分を受けたとき、その他講

習指導員として適当でないと認められる事情が生じたときは、その者を解任し、又

は必要な期間その者の業務を停止すること。

⑸ 講習が委託講習の実施基準に従って行われないとき、その他委託契約の条項に著

しい違反があったときは、公安委員会は直ちに講習の委託契約を解除することがで

きること。

⑹ その他講習の適正な実施に必要な事項

３ 合同講習

(1) 優良運転者講習と一般運転者講習の合同講習

ア 原則として、合同講習は、一般運転者講習の講習時間の前半部分（30分間）で

行うこと。

イ 講習室は、優良運転者講習を受講する者（以下「優良運転者」という。）と一

般運転者講習を受講する者（以下「一般運転者」という。）との座席を区分けし

て講習を行うなど、合同講習の終了後に優良運転者が円滑に講習室から退室でき

るよう配意すること。

ウ 受講者数及び講習室の構造等から、優良運転者が受講終了後に講習室から退室

するのに長時間を要する場合は、この時間を休憩時間として扱うなど、一般運転

者の講習時間が確実に60分を確保されるよう実施すること。

(2) 違反運転者講習と初回更新者講習の合同講習

違反運転者講習と初回更新者講習の合同講習は、違反運転者に対する講習科目に

基づき行うこととするが、運転経験の浅い運転者による交通違反や交通事故の特徴

等の説明を適宜講習内容に取り入れるなど、初回更新者の参加意欲の向上に配意す

ること。

４ 特別学級

(1) 編成率の向上

各講習については、高齢者、若者、二輪車等受講者の態様に応じた特別学級の編

成に努めることとしているが、特に違反運転者講習についての特別学級の編成を一

層推進し、特別学級の編成率を高めること。

(2) 編成の重点

特別学級の編成は、高齢者学級を重点に進めること。

また、初回更新者講習においては、二輪車学級の編成を重点に進めること。

(3) 高齢者学級の対象者

受講対象者の年齢は、65歳以上70歳未満とする。

(4) 初回更新者講習における二輪車学級の実施方法
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初回更新者講習において二輪車学級を実施する場合にあっては、自動二輪車の二

人乗りに関する内容を取り入れて実施すること。

(5) 講習効果の向上

特別学級においては、教本や視聴覚教材等を効果的に活用するほか、受講対象者

の交通事故実態や運転特性等について重点的に取り上げるなどして、講習効果を高

めるよう創意工夫すること。

５ 視聴覚器材

受講場所、学級編成及び受講対象者等を考慮し、プロジェクタ等の投影器材に加え、

又はこれらに代えてテレビ及びＤＶＤプレーヤー等適切な視聴覚器材を備え付けるこ

と。

６ 運転適性、技能についての診断と指導

運転適性、技能についての診断と指導は、一般運転者講習、違反運転者講習及び初

回更新者講習において実施することとなるが、その留意事項は次のとおりである。

(1) 検査用紙使用による診断と指導

運転適性診断と指導（検査用紙使用）は、運転者の運転行動に関する意識及び態

度を測定するために有効である簡易な設問（二者択一式、30問程度）及びその回答

に基づく指導内容が記載された検査用紙を用いて行い、これにより運転者の運転行

動に関する意識及び態度を測定し、その結果に基づいて安全運転に必要な指導助言

を与えることとする。

なお、高齢者学級においては、これに代えて、加齢に伴い低下する記憶力・判断

力を測定するために有効である簡易な検査及びその結果に基づく指導内容が記載さ

れた検査用紙を用いて行い、これにより記憶力・判断力を測定し、その結果に基づ

いて安全運転に必要な指導助言を与えることができる。

(2) 器材使用による診断と指導

ア 運転適性診断と指導（検査機器使用）、安全運転態度の診断と指導又は運転技

能の診断と指導において使用する器材は次のとおりとし、これを単独で又は組み

合わせるなどして参加・体験・実践型の講習となるよう工夫すること。

・ 視覚刺激反応検査器材

・ 動体視力検査器

・ 夜間視力検査器

・ 診断用模擬運転装置

・ 運転シミュレーター

・ 自動車等

イ 器材使用による診断と指導に当たっては、受講者の人数と講習時間に応じた適

切な器材を選択して実施し、その診断結果に基づいて個別的に安全運転の指導を

行うものとする。

第３ オンライン講習を行うに当たっての留意事項

１ 受講手順

受講手順等は以下のとおりであることから、本県警察ホームページ等に掲載するな

どし、受講者が誤ることなく受講できるように広く周知すること。

・ マイナポータルにログインする。

・ マイナポータル内でオンライン講習を選択し、受講を開始する。

・ 講習の内容は、講習動画の視聴、確認テストの実施及び運転適性についての診断
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と指導（解説）動画の視聴（優良運転者は任意）であり、中断しながら受講するこ

ともできる。

・ 運転適性についての診断と指導（解説）動画の視聴後、運転教育・広報動画の視

聴及びアンケート回答画面となるが、視聴、回答は任意である。

その後、受講完了画面が表示され、受講が完了する。

２ 講習動画等

本県警察が整備する地域における道路交通の現状と交通事故の実態に関する講習動

画については、受講者に交通事故を身近なものとして捉えさせ、安全運転意識を高揚

させるような内容とするよう配意するとともに、交通事故統計等を最新のものにする

など、定期的に見直しを行うこと。

また、講習動画の視聴後に実施する確認テストについては、講習動画に関する内容

とすること。

３ 受講者の確認等

(1) 確認業務の委託

受講者の確認業務を委託する場合には、警察情報セキュリティポリシーの定める

ところに基づき、委託先に実施させる情報セキュリティ対策の履行状況を定期的に

確認するなど、必要な措置を確実に講ずること。

(2) 職員による確認

ア 職員が受講者の確認等を行う場合には、免許証等の更新を受けようとする者の

顔貌と保存された顔画像の同一性を確認するとともに、次の点を聴取すること。

・ 講習動画や確認テストの内容

・ 受講場所や受講時の明暗等、受講時の環境

・ 眼鏡の有無や髪型等、受講時の容貌

・ その他必要な事項

イ 受講者が本人であるかどうかについて疑義が生じた場合には、再度、別の職員

が確認を行うなど、複数で確認を行うこと。

なお、受講者が本人であると確認ができなかった場合には、その理由を具体的

に説明するとともに、顔画像を保存するなど記録化に努めること。

４ その他

オンライン講習の受講者から質疑があった場合には、適切に対応すること。
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